
○

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
児
童
福
祉
施
設
等
の
指
定
）

（
児
童
福
祉
施
設
の
指
定
）

第
六
十
五
条

法
の
別
表
第
○
四
○
二
・
一
○
号
の
二
の
㈠
に
規
定
す
る
政
令
で

第
六
十
五
条

法
の
別
表
第
○
四
○
二
・
一
○
号
の
二
の
㈠
に
規
定
す
る
政
令
で

定
め
る
児
童
福
祉
施
設
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四

定
め
る
児
童
福
祉
施
設
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
及
び
児
童
家
庭

号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
及
び
児
童
家
庭

支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
き
、
母
子
生
活
支
援
施
設
に
あ
つ
て
は
保
育
施
設
を
有
す

支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
き
、
母
子
生
活
支
援
施
設
に
あ
つ
て
は
保
育
施
設
を
有
す

る
も
の
、
児
童
厚
生
施
設
に
あ
つ
て
は
保
育
施
設
を
有
す
る
児
童
館
に
限
る
。

る
も
の
、
児
童
厚
生
施
設
に
あ
つ
て
は
保
育
施
設
を
有
す
る
児
童
館
に
限
る
。

）
と
す
る
。

）
、
同
法
第
十
二
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
が
児
童
相
談
所
に
設
置

す
る
児
童
一
時
保
護
施
設
、
同
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う

ち
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す

る
法
律
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
施
設
及
び

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
三
十
条
第

一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
例
保
育
を
行
う
た
め
市
町
村
長
が
設
置
す
る
施
設

と
す
る
。

２

法
の
別
表
第
○
四
○
二
・
一
○
号
の
二
の
㈠
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
施

設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

児
童
福
祉
法
第
十
二
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
が
児
童
相
談
所

に
設
置
す
る
児
童
一
時
保
護
施
設

二

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
同
法
第
三
十

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
就
学
前
の
子

ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第

三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど

も
園
の
認
定
等
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
施
設

- 1 -



- 2 -

三

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
（
同
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
同
法
第
六
条
の
三
第
十
二

項
に
規
定
す
る
事
業
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
助
成
を
受
け
て
い
る
施
設

四

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
（
特
例
地
域
型
保
育

給
付
費
の
支
給
）
に
規
定
す
る
特
例
保
育
を
行
う
た
め
市
町
村
長
が
設
置
す

る
施
設
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○

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
児
童
福
祉
施
設
等
の
指
定
）

（
児
童
福
祉
施
設
等
の
指
定
）

第
四
十
五
条

法
の
別
表
第
一
第
○
四
○
二
・
一
○
号
の
二
の
㈠
及
び
法
の
別
表

第
四
十
五
条

法
の
別
表
第
一
第
○
四
○
二
・
一
○
号
の
二
の
㈠
及
び
法
の
別
表

第
一
の
三
第
○
四
○
二
・
一
○
号
の
二
の
㈠
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
児
童

第
一
の
三
第
○
四
○
二
・
一
○
号
の
二
の
㈠
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
児
童

福
祉
施
設
は
、
関
税
定
率
法
施
行
令
第
六
十
五
条
第
一
項
（
児
童
福
祉
施
設
等

福
祉
施
設
は
、
関
税
定
率
法
施
行
令
第
六
十
五
条
（
児
童
福
祉
施
設
の
指
定
）

の
指
定
）
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
と
す
る
。

に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
と
す
る
。

２

法
の
別
表
第
一
第
○
四
○
二
・
一
○
号
の
二
の
㈠
及
び
法
の
別
表
第
一
の
三

第
○
四
○
二
・
一
○
号
の
二
の
㈠
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
関
税

定
率
法
施
行
令
第
六
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
施
設
と
す
る
。

３

（
省

略
）

２

同

上


